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１ はじめに 

 都市農業においても、農業従事者の高齢化や担い

手の不足といった課題があるものの、都市農業に対

する住民の評価や関心が高まっています。 

このように、都市農業を取り巻く環境や社会情勢

の変化を踏まえ、平成 27 年４月に都市農業振興基

本法（以下、「基本法」）が制定されるとともに、翌

年５月には基本法に基づき、都市農業振興基本計画

（以下、「基本計画」）が閣議決定されました。基本

計画では、都市農地の位置づけが「宅地化すべきも

の」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換す

ることが施策の基本方向として示され、都市農業の

振興に向けた方向性が明確になりました。 

 

２ 都市農業をめぐる法制度の動き 

（１） 国土交通省 

平成 29 年に都市緑地法等の一部を改正する法律

において、生産緑地法の改正が行われました。これ

により小規模な農地でも生産緑地に指定すること

が可能となる面積要件の緩和や、直売所や農家レス

トランの設置を可能とする行為制限の緩和、生産緑

地指定後 30 年経過後も農地として保全することが

できる特定生産緑地制度の創設等の所要の改正が

されました。 

（２） 農林水産省 

平成 30 年に都市農業の振興に向け、生産緑地を

対象に、意欲ある都市農業者等の貸借によるその有

効活用を図るため、都市農地の貸借の円滑化に関す

る法律（以下、「都市農地貸借法」）を制定し、都市

農地の貸借の円滑化の措置を講じました。 

 

３ 都市農地貸借法について 

（１）都市農地貸借法の概要 

都市農地貸借法は、農地法の法定更新が適用され

ない特例措置を講じ、貸借期間後に農地が返還され

ることから、農地所有者は安心して貸すことができ、

受け手は借りやすくなっています。併せて税制面で

は、農地を貸し付けた場合でも、相続税の納税猶予

が打ち切られず、継続する措置を平成 30 年度税制

改正により講じることで、都市農地の貸借が進めや

すくなりました。 

都市農地貸借法は、次の二つの仕組みがあります。 

借りた農地で①自ら耕作を行う場合と、②市民農園

を開設する場合です。 

（２）都市農地貸借法の活用状況 

都市農地貸借法の活用状況は、令和 3 年 3 月末時

点で 292 件、51.5ha（表１）となっており、法施行

後から令和元年 3 月末までの 42 件、8.2ha、令和 2

年 3 月末時点の 174 件、30.6ha から大幅に増加し

ています。地方自治体や農業関係団体等のご協力に

より、農業者や農地所有者に対し制度が周知され、

各地域に浸透した結果、着実に増加してきているも

のと考えられます。 

（３） 都市農地貸借法を活用している事例 

近隣の農地所有者から農地を借受け、体験農園を

拡大した事例、新規就農者が農地を確保する際、農

業会議や市の連携によって希望に合った農地の借

受けができた事例、ＪＡが都市農地の貸借の際にマ

ッチングの仲介役となっている事例、農福連携のた

めの体験農園を開設した事例等、各地域の参考とな

る事例も出てきており、図 1 の都市農業ビジネスモ 

デル事例集（https://www.maff.go.jp/j/nousin/kour
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yu/tosi_nougyo/attach/pdf/t_okonau-16.pdf）で紹

介しています。 

今後、更に都市農地の維持・保全に向けた取組が

広がっていくことが期待されます。農林水産省では、

今後もこのような都市農地貸借法を活用している

事例や、都市農業ならではの取組等、各地域に出向

いて情報収集と意見交換をしたいと考えています。

新型コロナウィルスの感染状況が落ち着けば実施

を検討したいと思いますので、ご協力をお願いしま

す。 

 

４ 地方計画の策定状況 

 基本法では、自治体における都市農業振興に関す

る計画（地方計画）を定めるように努めることとさ

れています。 

 地方計画を策定している自治体は、令和３年３月

末時点では、９都府県、75 市区町村の計 84（表２）

で、令和 2 年度末時点の 62（９都府県、53 市区町

村）から新たに 22 の自治体（表２ 赤字）で策定さ

れました。地方計画は、都道府県の策定、市区町村 

 

の策定の区別はなく、農業者のみならず、地域住民

の方々を含めて、自治体としての都市農業の振興に

向けた方向性を示す第一歩でもありますので、まだ

策定していない自治体におかれましては、是非策定

を進めていただきたいと思います。 

 なお、策定に当たっては、農政部局や都市計画局

だけではなく、財政部局等にも協力をいただき 

策定いただくことが望ましいと考えます。 

      

表１ 都市農地貸借法の認定等の状況（令和３年３月末） 

図１ 都市農業ビジネスモデル事例集 
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５ 都市農業に対する交付金 

  農林水産省では、農山漁村振興交付金において、

「都市農業機能発揮対策」として、都市農業に対

する支援を平成 27 年度から実施しています。 

  本事業は、全国事業と地域事業の二つの仕組み

により支援しています。   

（１）全国事業（都市農業機能発揮支援事業） 

本事業では、都市農業が抱える課題の解決のた

めのアドバイザーの派遣、税制度や相続の問題等

に関する講習会の開催、都市農業に関しての情報

発信等について、全国的な視点から支援をしてい

ます。 

（２）地域事業（都市農業共生推進等地域支援事業） 

 本事業では、都市住民と共生する農業経営への

支援策の検討、市民農園の附帯施設の整備、都市

農地の周辺環境対策の取組への支援や、都市住民

との交流を促進するためのマルシェの開催、頻発

する災害への備えとしての防災機能の維持・強化

のための取組について、地域毎の取組を支援して

います。 

各地域の皆様方向けに昨年度より、地域事業につ

いての YouTube 動画（図２）を作成していますので、

是非ご興味のある方はご覧いただき、事業の活用を

検討いただければと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 最後に 

 昨年から新型コロナウィルスの感染拡大が続き、

収束が見通せない状況ではありますが、このような

中、都市農業者の方々は、庭先販売や直売等コロナ

の影響を最小限に食い止める取組をされています。

こうした取り組みは、都市農業者の収益を確保する

だけではなく、都市住民の都市農業に対する理解醸

成にも繋がる取組であり、都市農業の継続に向けて

取組んでいただき感謝いたします。 

引き続き、都市農業者、農業関係団体、自治体、

更には、都市住民の方々のご理解もいただき、関係

者が連携をして、都市農業の振興を図っていきたい

と考えていますので、ご協力よろしくお願いいたし

ます。 

図２ 都市農業機能発揮対策説明動画 QR コード 

表２ 地方計画の策定状況（令和３年３月末） 


